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1

○

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
五
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
政
令
で
定
め
る
そ
の
他
の
家
畜
）

（
政
令
で
定
め
る
そ
の
他
の
家
畜
）

第
一
条

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政

令
で
定
め
る
そ
の
他
の
家
畜
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
伝
染
性
疾
病
ご
と

に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
家
畜
と
す
る
。

伝

染

性

疾

病

家

畜

（
略
）

（
略
）

リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱

（
略
）

ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病

水
牛

炭

AE

疽

E

そ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
一
条

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政

令
で
定
め
る
そ
の
他
の
家
畜
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
伝
染
性
疾
病
ご
と

に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
家
畜
と
す
る
。

伝

染

性

疾

病

家

畜

（
略
）

（
略
）

リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱

（
略
）

（
新
設
）

（
新
設
）

炭

AE

疽

E

そ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
死
体
の
焼
却
等
の
義
務
の
除
外
）

第
六
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲

げ
る
場
合
と
す
る
。

一

（
略
）

二

家
畜
防
疫
員
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
検
査
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は

家
畜
防
疫
官
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
示
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
死
体
を
解
体

し
て
そ
の
一
部
を
焼
却
し
、
又
は
埋
却
し
、
そ
の
他
の
部
分
を
化
製
場
で
化

製
す
る
場
合

イ

（
略
）

ロ

水

AE

疱

E

ほ
う

A

性
口
内
炎
、
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
、
ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病
、
出
血

（
死
体
の
焼
却
等
の
義
務
の
除
外
）

第
六
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲

げ
る
場
合
と
す
る
。

一

（
略
）

二

家
畜
防
疫
員
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
検
査
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は

家
畜
防
疫
官
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
示
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
死
体
を
解
体

し
て
そ
の
一
部
を
焼
却
し
、
又
は
埋
却
し
、
そ
の
他
の
部
分
を
化
製
場
で
化

製
す
る
場
合

イ

（
略
）

ロ

水

AE

疱

E

ほ
う

A

性
口
内
炎
、
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
、
出
血
性
敗
血
症
、
豚
水

AE

疱

E

ほ
う

A

病



2

性
敗
血
症
、
豚
水

AE

疱

E

ほ
う

A

病
、
流
行
性
脳
炎
、
ブ
ル
セ
ラ
症
、
結
核
、
ヨ
ー

ネ
病
、
馬
伝
染
性
貧
血
、
ア
フ
リ
カ
馬
疫
又
は
小
反

AE

芻

E

す
う

A

獣
疫
の
患
畜
又

は
疑
似
患
畜
の
死
体 

三

（
略
）

、
流
行
性
脳
炎
、
ブ
ル
セ
ラ
症
、
結
核
、
ヨ
ー
ネ
病
、
馬
伝
染
性
貧
血
、

ア
フ
リ
カ
馬
疫
又
は
小
反

AE

芻

E

す
う

A

獣
疫
の
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
死
体

三

（
略
）

附

則

１
・
２

（
略
）

３

法
附
則
第
五
条
の
政
令
で
定
め
る
動
物
用
生
物
学
的
製
剤
は
、
豚
熱
予
防
液

と
す
る
。

附

則

１
・
２

（
略
）

（
新
設
）



3

○

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
保
税
地
域
外
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
貨
物
）

（
保
税
地
域
外
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
貨
物
）

第
二
十
五
条

法
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
（
外
国
貨
物
を
置
く
場
所
の
制
限
）

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
貨
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

六

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
四
十
条

第
一
項
（
輸
入
検
査
）
に
規
定
す
る
指
定
禁
止
物
等
で
、
同
項
の
規
定
に
よ

る
検
査
を
受
け
る
た
め
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
所
に
置
か
れ
る
も
の

七
・
八

（
略
）

第
二
十
五
条

法
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
（
外
国
貨
物
を
置
く
場
所
の
制
限
）

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
貨
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

六

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
四
十
条

第
一
項
（
輸
入
検
査
）
に
規
定
す
る
指
定
検
疫
物
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

検
査
を
受
け
る
た
め
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
所
に
置
か
れ
る
も
の

七
・
八

（
略
）
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